




　

北
野
天
満
宮
は
、
文
人
・
貴
族
右
大
臣
菅
原
道
真
公
（
菅
公
）
の
御
神
霊
を
、
神
と
し
て
お
祀
り
し
た
天
神
信
仰
発
祥
の
地
、

全
国
に
あ
る
約
一
万
二
千
社
の
天
満
宮
・
天
神
社
の
宗
祀
の
社
（
総
本
社
）
で
す
。

　

桓
武
天
皇
に
よ
り
遷
都
さ
れ
た
平
安
京
。
都
に
は
怨
霊
・
御
霊
信
仰
が
流
行
、
と
く
に
左
大
臣
藤
原
時
平
の
讒
言
に
よ
り

九
州
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
、
大
宰
府
の
配
所
で
薨
去
さ
れ
た
菅
公
の
御
霊
は
、
都
の
皇
族
・
貴
族
等
に
怨
霊
と
し
て
恐
れ
ら

れ
ま
す
。

　

天
慶
五
年
（
九
四
二
）
西
ノ
京
に
住
む
多
治
比
文
子
に
、「
北
野
の
右
近
の
馬
場
に
祀
る
よ
う
」
託
宣
が
下
り
、
さ
ら
に
四

年
後
近
江
国
比
良
宮
禰
宜
神
良
種
の
子
太
郎
丸
に
再
度
託
宣
が
下
る
に
お
よ
び
、
朝
日
寺
僧
最
鎮
ら
の
協
力
に
よ
り
天
暦
元

年
（
九
四
七
）、
都
の
乾
・
北
野
の
地
に
神
殿
を
造
立
し
、
そ
の
神
霊
を
鎮
め
た
の
が
北
野
社
の
創
建
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
間
も
道
真
公
の
祟
り
と
さ
れ
る
事
件
が
勃
発
し
ま
す
。
天
変
地
異
・
異
常
気
象
、
左
大
臣
時
平
と
そ
の
一

族
の
相
次
ぐ
死
去
、
つ
い
に
は
清
涼
殿
に
落
雷
な
ど
の
変
異
に
、
人
々
は
菅
公
・
雷
神
の
祟
り
と
噂
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

藤
原
家
で
は
、
道
真
公
と
親
交
が
あ
っ
た
時
平
の
弟
・
忠
平
卿
が
摂
政
・
関
白
を
歴
任
、
そ
の
子
右
大
臣
師
輔
卿
は
天
徳

三
年
（
九
五
九
）
九
條
家
の
繁
栄
を
願
い
北
野
社
の
大
規
模
な
社
殿
の
造
営
、
宝
物
の
奉
納
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
孫
の
藤

原
兼
家
卿
は
永
延
元
年
（
九
八
七
）「
北
野
宝
殿
」
を
修
造
す
る
な
ど
北
野
社
へ
の
庇
護
・
崇
敬
は
続
き
、
北
野
社
は
藤
原
摂

関
家
を
守
護
す
る
神
・
摂せ
つ
ろ
く
し
ん

籙
神
と
な
り
ま
し
た
。

　

永
延
元
年
八
月
五
日
、
一
條
天
皇
に
よ
り
始
め
て
北
野
祭
は
朝
廷
の
崇
敬
を
受
け
勅
祭
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
道
真
公
を

公
的
に
「
天
満
天
神
」
と
い
う
「
神
」
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
正
暦
二
年
、
北
野
社
は
朝
廷
が
特
に
信
仰

す
る
二
十
二
社
の
一
社
と
し
て
祈
年
祭
、
国
家
の
大
事
に
行
わ
れ
る
臨
時
祭
に
奉
幣
に
預
か
る
重
要
な
社
と
な
り
ま
す
。

　

一
條
天
皇
は
正
暦
四
年
（
九
九
三
）、
道
真
公
に
正
一
位
左
大
臣
を
贈
位
さ
れ
、
八
月
二
十
日
安
楽
寺
（
御
墓
所
、
後
の
太

宰
府
天
満
宮
）
に
勅
使
を
遣
わ
さ
れ
、
御
霊
は
平
安
京
を
鎮
め
る
御
神
霊
と
し
て
北
野
に
迎
え
ま
す
。
北
野
祭
が
「
官
祭
」

と
さ
れ
て
以
来
、
道
真
公
の
祟
り
を
な
す
こ
と
は
次
第
に
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
菅
公
薨
去
よ
り
百
年
の
年
月
を
か
け
、

怨
霊
と
さ
れ
た
菅
公
の
霊
は
、
や
が
て
皇
室
・
皇
城
鎮
護
の
神
と
し
て
そ
の
御
神
威
が
昂
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
安
末
期
以
降
、
各
地
に
菅
公
ゆ
か
り
の
天
神
社
が
創
建
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
人
々
を
守
護
す
る
神
へ

と
変
化
、
室
町
時
代
、
足
利
幕
府
の
庇
護
を
受
け
、
北
野
社
の
社
領
は
二
十
四
か
国
、
八
十
か
所
に
亘
り
、
そ
の
地
に
天
神

社
が
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

歴
史
上
の
人
物
で
あ
っ
た
菅
公
は
、「
文
道
の
大
祖 

風
月
の
本
主
」
と
讃
え
ら
れ
、
そ
の
精
神
は
、
日
本
人
の
感
性
に
受

け
継
が
れ
、
学
問
・
和
歌
・
連
歌
等
の
神
と
崇
め
ら
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
天
神
信
仰
は
寺
子
屋
の
普
及
と
と
も
に
全
国
に
広
め
ら
れ
、
書
道
の
上
達
、
学
問
の
成
就
が
祈
ら
れ
、

現
代
で
は
入
試
・
受
験
の
神
と
し
て
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
神
信
仰
発
祥
の
社 　

全
国
天
満
宮
の
宗
祀
（
総
本
社
）
北
野
天
満
宮

楼門の額「文道大祖 風月本主」
大正十年奉納・古代欅の丸彫り菅公 御神影



　

毎
月
二
十
五
日
の
縁
日
に
境
内
が
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
う
北
野
天
満
宮
は
、「
学
問
の
神
さ
ま
」「
北
野

の
天
神
さ
ん
」
の
愛
称
で
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。
天
神
信
仰
発
祥
の
地
と
し
て
、
京
都
の
み
な
ら
ず
全
国

か
ら
参
詣
の
人
が
今
も
絶
え
な
い
。
数
多
く
の
大
社
や
名
刹
を
擁
す
る
京
都
の
中
に
於
い
て
、
最
も
代
表
的

な
お
宮
の
一
つ
で
あ
る
。

　

天
徳
三
年
（
九
五
九
）、
九
條
家
の
祖
で
あ
る
兼
実
公
か
ら
八
代
遡
る
師
輔
公
に
よ
る
社
殿
の
増
築
、
神
宝

の
安
置
が
あ
っ
た
。
志
半
ば
で
薨
去
さ
れ
た
菅
原
道
真
公
の
怨
霊
を
鎮
め
る
為
に
、
現
在
の
よ
う
な
か
た
ち

で
北
野
天
満
宮
が
創
建
さ
れ
た
の
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

爾
来
、
時
の
移
ろ
い
と
共
に
天
神
信
仰
は
そ
の
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
興
隆
を
見
せ
た
。
歴
代
天
皇
を
始

め
と
す
る
朝
廷
や
大
名
、
町
衆
に
至
る
ま
で
上
下
貴
賤
を
問
わ
ず
信
仰
を
集
め
続
け
、
現
在
で
は
全
国
に
約

一
万
二
千
社
を
数
え
る
。
こ
の
間
、
度
重
な
る
戦
乱
や
災
害
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
こ
こ
ま
で
発
展
を
遂

げ
た
の
は
生
涯
「
至
誠
」
を
貫
か
れ
た
道
真
公
の
御
神
徳
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

　

私
の
奉
務
す
る
平
安
神
宮
は
、
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
に
四
海
平
安
の
祈
り
を
込
め
て
平
安
京
を
定
め

ら
れ
た
第
五
十
代
桓
武
天
皇
と
、
近
代
日
本
の
礎
を
築
か
れ
、
平
安
京
有
終
の
天
皇
で
あ
る
第
百
二
十
一
代

孝
明
天
皇
の
御
二
柱
を
祭
神
と
す
る
。
平
安
京
は
こ
の
両
祭
神
の
間
、
千
有
余
年
に
亘
り
日
本
の
国
都
で
あ

り
続
け
、
我
が
国
固
有
の
文
化
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
京
都
の
地
で
生
ま
れ
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。

　

長
い
年
月
を
か
け
て
培
わ
れ
て
き
た
文
化
、
伝
統
を
無
く
す
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
一
旦
途
絶
え
て
し

ま
う
と
、
こ
れ
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
北
野
天
満
宮
が
昭
和
二
十
三
年
ま
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
祭
儀
を
、
こ
の
度
六
十
数
年
振
り
に
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
は
大
変
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
も
の
と
拝
察

す
る
。

　

永
延
元
年
（
九
八
七
）、
北
野
天
満
宮
で
勅
祭
を
初
め
て
斎
行
さ
れ
た
第
六
十
六
代
一
條
天
皇
の
行
幸
を
記

念
し
て
始
め
ら
れ
た
祭
儀
を
、
情
熱
を
以
て
再
興
さ
せ
た
橘
宮
司
を
始
め
と
す
る
ご
関
係
各
位
に
は
、
摂
関

家
末
裔
の
端
に
名
を
連
ね
る
身
と
し
て
深
甚
の
敬
意
を
表
し
た
い
。

（
九
條
摂
関
家
）

行
幸
始
祭
再
興
に
寄
せ
て 

平 

安 

神 

宮  

宮 

司 

九   

條   

道   

弘



　

私
の
健
康
の
も
と
は
一
盌
の
抹
茶
に
あ
る
と
常
々
申
し
て
い
る
。
朝
昼
に
必
ず
濃
茶
を
静
か
に
い
た
だ
く
。

緑
色
の
抹
茶
と
相
対
す
る
瞬
間
、
あ
ざ
や
か
な
緑
色
が
目
を
通
じ
て
心
に
入
っ
て
く
る
。
ホ
ッ
と
し
た
安
堵

感
が
生
れ
る
。
ま
た
一
口
す
す
る
ご
と
に
身
体
全
体
に
活
力
が
み
な
ぎ
っ
て
く
る
。「
貴
方
は
茶
の
家
の
方
だ

か
ら
、
し
か
も
家
元
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
し

か
し
、
茶
盌
を
持
つ
と
き
は
、
一
人
の
人
間
に
な
っ
て
い
る
。

　

人
間
は
ど
ん
な
地
位
立
場
の
人
で
あ
ろ
う
と
も
裸
の
ま
ま
で
世
に
生
れ
出
て
き
た
。
み
ん
な
が
無
垢
で
純

白
な
ま
ま
で
成
長
す
れ
ば
、
世
の
中
は
真
に
平
和
で
あ
ろ
う
が
、
成
長
す
る
に
し
た
が
い
智
恵
が
つ
き
、
垢

が
身
に
つ
い
て
く
る
。
そ
う
し
た
虚
仮
（
こ
け
）
に
ま
と
わ
れ
た
も
の
を
捨
て
て
無
の
人
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
中
々
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
茶
室
の
中
で
は
世
間
的
な
地
位
な
ど
は
関
係
無
く
、

す
べ
て
の
人
が
平
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
と
人
が
一
体
と
な
る
た
め
に
も
、
す
す
め
合
う
一
盌
の
茶
が
主

役
に
な
る
。「
い
か
が
で
す
か
」「
お
先
に
」「
ど
う
ぞ
」こ
う
し
た
す
す
め
合
い
の
言
葉
で
一
盌
を
い
た
だ
く
時
、

そ
こ
に
は
素
直
な
無
垢
の
自
分
が
あ
る
。
茶
道
は
作
法
に
の
み
拘
泥
し
て
難
し
い
と
い
う
人
が
あ
る
。
こ
う

い
う
方
に
こ
そ
、
一
盌
の
お
茶
で
人
間
ら
し
さ
を
教
え
る
道
の
在
り
方
を
、
是
非
と
も
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　

私
は
茶
盌（
丸
い
茶
碗
）を
地
球
と
思
い
両
手
に
い
た
だ
き
、緑
の
茶
と
一
体
に
な
る
。地
球
に
対
す
る
感
謝
、

そ
し
て
自
然
環
境
の
緑
を
大
切
に
す
る
思
い
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
た
っ
た
一
盌
の
お
茶
だ
が
、
心

を
癒
す
糧
に
も
な
る
。
そ
し
て
一
盌
を
捧
げ
念
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で
も
こ
の
世
が
明
る
く
平
和
に
な

れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
今
、
世
界
中
に
蒔
い
た
茶
道
の
種
の
一
粒
一
粒
が
育
ち
、
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
茶
道
を
通
じ
て
「
一
盌
か
ら
ピ
ー
ス
フ
ル
ネ
ス
を
」
の
目
標
が
着
実
に
稔
り
つ
つ
あ
る
。

（
平
成
十
四
年
斎
行 

千
百
年
大
萬
燈
祭
奉
賛
会
長
）

（
北
野
天
満
宮
講
社　

会
長
）

行
幸
始
祭
再
興
に
寄
せ
て

　
　
「
心
を
癒
す
一
盌
の
お
茶
」

裏 

千 

家  

大 

宗 

匠         

千     

玄   

室

千 

玄
室   

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

大
正
十
二
年
京
都
府
生
。
同
志
社
大
学
法
学
部
経
済
学
科
卒
業
。

ハ
ワ
イ
大
学
修
学
。
韓
国
中
央
大
學
校
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

哲
学
博
士
。
文
学
博
士
。
昭
和
三
十
九
年
千
利
休
居
士
十
五
代
家

元
を
継
承
。
裏
千
家
今
日
庵
庵
主
と
し
て
宗
室
を
襲
名
。
平
成

十
四
年
嫡
男
に
家
元
を
譲
座
し
、
千 

玄
室
に
改
名
。

「
一
盌
か
ら
ピ
ー
ス
フ
ル
ネ
ス
を
」
の
理
念
を
提
唱
し
、
国
際
的

な
視
野
で
茶
道
文
化
の
浸
透
と
世
界
平
和
を
願
い
、
各
国
を
歴

訪
。
文
部
省
社
会
教
育
審
議
会
委
員
、
中
央
教
育
審
議
会
委
員
等

の
公
職
を
歴
任
。

現
在
の
主
な
役
職
に
ユ
ネ
ス
コ
親
善
大
使
、
日
本
・
国
連
親
善
大

使
（
外
務
省
）、
ハ
ワ
イ
大
学
教
授
、
公
益
財
団
法
人
日
本
国
際

連
合
協
会
会
長
、
公
益
社
団
法
人
日
本
馬
術
連
盟
会
長
。

文
化
功
労
者
国
家
顕
彰
、
文
化
勲
章
、
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ジ
オ
ン
・

ド
ヌ
ー
ル
勲
章
オ
フ
ィ
シ
エ
、
Ｕ
Ａ
Ｅ
連
邦
独
立
勲
章
第1

級

等
受
章
。

国
内
外
で
名
誉
市
民
、
名
誉
博
士
号
を
多
数
受
け
て
い
る
。



　

此
の
度
の
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
ご
再
興
さ
れ
ま
す
こ
と
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
愈
天
皇
陛
下
御
治
定
の
下
、
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
最
大
の
重
儀
「
遷
御
の
儀
」
が
執
り
行
わ

れ
る
の
を
始
め
、
歴
史
あ
る
お
社
の
慶
事
が
相
次
い
だ
大
変
御
目
出
度
い
年
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
年
に
、
我
々
も
ま
た
神
道
の
在
り
方
を
再
認
識
し
連
綿
と
続
く
歴
史
を
聢
と
受
け
継
ぎ
、
浄

明
正
直
の
精
神
を
以
て
祭
祀
の
厳
修
に
努
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
祭
祀
と
は
国
家
の
安
寧
・
皇
室
の
弥
栄
を
祈
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　

 

「
北
野
の
天
神
さ
ん
」
と
広
く
親
し
ま
れ
天
神
信
仰
の
中
心
的
御
社
な
っ
て
お
り
ま
す
北
野
天
満
宮
で
す

が
、
本
来
そ
の
御
神
威
稜
々
た
る
や
歴
史
の
知
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
時
を
経
る
に
連
れ
、
如

何
な
る
運
命
に
逢
お
う
と
至
誠
を
貫
い
た
慎
ま
し
く
も
凛
と
し
た
菅
公
の
ご
生
涯
は
ご
仁
愛
に
満
ち
た
神
様

と
し
て
朝
野
の
崇
敬
を
一
身
に
集
め
、
往
生
安
寧
や
学
業
成
就
、
至
誠
と
い
っ
た
様
々
な
信
仰
の
形
を
生
み

ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
多
く
の
信
仰
形
態
を
持
つ
「
北
野
の
天
神
さ
ん
」
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
国
家
鎮
護
・
王
城

守
護
の
神
と
し
て
二
十
二
社
に
列
し
格
別
の
崇
敬
を
受
け
た
お
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
意

味
を
持
つ
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
嚆
矢
と
も
な
っ
た
の
が
一
條
天
皇
の
行
幸
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

歴
史
的
に
も
大
変
意
義
深
い
こ
の
行
幸
を
記
念
し
て
斎
行
さ
れ
た
重
儀
を
再
興
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

祭
祀
の
精
神
を
将
に
現
出
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
再
興
に
至
る
ま
で
の
道
程
は
時
代
と
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
、

多
く
の
ご
労
苦
が
あ
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
致
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
尚
、
祭
祀
の
現
代
的
意
義
・
歴
史
的
意
義
を
求
め
、
至
誠
を
以
て
こ
の
一
大
事
業
を
成
し
遂
げ

ら
れ
た
橘
宮
司
様
を
始
め
関
係
各
位
に
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
ま
す
と
共
に
ご
盛
儀
を
心
よ
り
祈
念
致
し
お

祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

（
京
都
府
神
社
庁
長
）

（
神
社
本
庁
総
長
）

行
幸
始
祭
再
興
に
寄
せ
て 

石 

清 

水 

八 

幡 

宮  

宮 

司 

田   

中   

恆   

清



　

聖
上
の
万
歳
と
、
御
皇
室
の
弥
栄
を
衷
心
よ
り
御
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

北
野
天
満
宮
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、六
十
有
余
年
途
絶
え
て
い
た
「
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
」
の
重
儀
の
御
再
興
、

誠
に
お
め
で
た
く
、
全
国
天
満
宮
梅
風
会
を
代
表
致
し
ま
し
て
、
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

一
條
天
皇
が
永
延
元
年
（
九
八
七
）
に
勅
に
よ
っ
て
北
野
祭
が
始
め
ら
れ
、「
天
満
天
神
」
の
御
神
号
が
下
賜

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、正
暦
四
年（
九
九
三
）閏
十
月
二
十
日
、菅
原
道
真
公
に
太
政
大
臣
の
極
官
が
贈
位
さ
れ
、

つ
い
に
菅
聖
廟
（
太
宰
府
天
満
宮
）
に
一
條
天
皇
の
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
、
勅
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

太
宰
府
天
満
宮
は
、
道
真
公
の
御
墓
所
と
し
て
、
御
神
霊
の
永
久
に
鎮
ま
る
聖
地
と
し
て
、
天
神
信
仰
の
核

心
を
な
し
て
き
ま
し
た
。
神
の
降
臨
を
仰
ぐ
御
社
殿
と
し
て
創
建
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
神
が
鎮
ま
ら
れ
た
聖

地
に
設
け
ら
れ
た
御
社
殿
と
し
て
、我
が
国
の
神
社
の
中
で
も
大
き
く
異
な
っ
た
歴
史
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

道
真
公
は
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
十
二
月
二
十
五
日
、
京
か
ら
の
使
者
に
よ
っ
て
、
夫
人
の
逝
去
の
知
ら

せ
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
驚
き
と
悲
し
み
が
相
俟
っ
て
、
病
は
い
よ
い
よ
重
く
な
り
ま
し
た
。

　
 『

北
野
天
神
御
伝
』
は
、
延
喜
三
年
正
月
、
道
真
公
が
次
の
御
遺
言
を
さ
れ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

余
見
る
、外
国
に
死
を
得
た
ら
ば
、必
ず
骸
骨
を
故
郷
に
帰
さ
ん
こ
と
を
。思
ふ
所
有
に
依
り
て
、此
事
願
は
ず
。

　

大
宰
府
を
は
じ
め
京
の
外
で
死
去
し
た
中
央
貴
族
の
遺
骨
は
、
骨
送
使
の
手
に
よ
っ
て
都
へ
運
ば
せ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
道
真
公
は
、「
思
ふ
所
」
に
よ
っ
て
、
あ
え
て
そ
の
こ
と
を
願
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
二
月
二
十
五
日
の
暁
、
道
真
公
は
、
大
宰
府
の
南
館
に
お
い
て
五
十
九
年
の
生
涯
を

終
え
ら
れ
ま
し
た
。謫
居
中
も
侍
し
て
い
た
門
弟
の
味
酒
安
行
は
、御
遺
言
の
通
り
に
道
真
公
の
御
遺
骸
を
守
り
、

大
宰
府
郊
外
の
東
北
（
丑
寅
）
を
指
し
て
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。『
帝
王
編
年
記
』
に
は
、
三
笠
郡
四
堂
の
辺
り

で
、
牛
車
が
止
ま
っ
て
動
か
ず
、
そ
こ
に
葬
り
奉
っ
た
の
が
太
宰
府
天
満
宮
の
創
始
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
菅
聖
廟
（
御
墓
所
）
と
太
宰
府
天
満
宮
の
鎮
座
の
由
縁
は
、
縁
起
や
託
宣
で
は
な
く
て
、
生

前
の
道
真
公
の
強
い
御
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
の
で
す
。

　

太
宰
府
・
北
野
両
天
満
宮
は
、
我
が
国
の
悠
久
の
歴
史
の
中
で
、
天
神
信
仰
の
双
璧
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

全
国
天
満
宮
梅
風
会
の
会
員
神
社
を
始
め
と
す
る
一
万
社
を
超
す
社
と
共
に
、
菅
公
の
御
心
を
未
来
永
劫
に
守

り
続
け
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

菅
公
の
御
遺
言 

太 

宰 

府 

天 

満 

宮  

宮 

司 

西 

高 

辻  

信 

良（
全
国
天
満
宮
梅
風
会　

会
長
）



甦
る
行
幸
始
祭

一
條
天
皇
始
め
て
北
野
社
に
行
幸
、
北
野
祭

　

本
年
十
月
二
十
一
日
は
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
一
條
天
皇
が
始
め
て
北
野
社
に
行
幸
さ
れ
ま
し
た
日
よ
り
一
〇
一
〇
年

に
当
た
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
皇
室
の
弥
栄
と
尊
崇
を
鑑
み
、
ま
た
北
野
天
満
宮
の
創
建
以
来
の
崇
敬
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
祭
儀
で
あ
り
ま

し
た
「
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
」
を
再
興
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

　

一
條
天
皇
に
は
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）
八
月
五
日
北
野
社
に
幣
帛
を
奉
ら
れ
、
始
め
て
北
野
祭
を
官
祭
と
し
て
斎
行
さ
れ
、

御
祭
神
菅
原
道
真
公
に
「
北
野
天
満
大
自
在
天
神
」
の
称
号
を
賜
り
ま
し
た
。

　

藤
原
師
輔
卿
に
よ
っ
て
天
徳
五
年（
九
五
九
）造
営
さ
れ
た
北
野
社
は
、そ
の
後
永
延
元
年
藤
原
兼
家
に
よ
っ
て「
北
野
宝
蔵
」

の
修
造
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
三
月
、
北
野
天
満
天
神
は
皇
太
后
（
藤
原
詮
子
）
に
託
宣
さ
れ
、
一
條
天
皇
の
春
日
行
幸
が

果
さ
れ
る
べ
き
旨
勧
告
さ
れ
ま
す
。
六
月
七
日
に
伊
勢
神
宮
ほ
か
、
石
清
水
・
賀
茂
下
上
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
・
大

原
野
・
住
吉
・
吉
田
と
北
野
社
に
奉
幣
が
あ
り
、
爾
来
、
祈
念
穀
奉
幣
、
祈
雨
奉
幣
、
臨
時
御
祈
等
に
度
々
預
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
月
二
十
一
日
、
御
堂
関
白
藤
原
道
長
の
勧
め
に
よ
り
一
條
天
皇
は
始
め
て
北
野
社
に
行
幸
さ
れ

ま
し
た
。
藤
原
時
平
の
讒
言
を
容
れ
た
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
、
死
後
怨
霊
と
な
っ
た
菅
原
道
真
公
を
祀
る

北
野
社
に
、天
皇
が
行
幸
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、異
例
の
こ
と
で
あ
り
、北
野
の
天
神
信
仰
に
と
っ
て
も
重
大
な
意
味
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
一
條
天
皇
の
行
幸
は
、
こ
の
時
の
平
野
社
・
北
野
社
行
幸
が
最
後
と
い
う
事
に
な
り
、
一
條
天
皇
が
京
を
出
ら

れ
た
の
も
、
こ
れ
が
最
後
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
、
天
皇
の
行
幸
さ
れ
る
神
社
は
石
清
水
・
賀
茂
・
春
日
・
平
野
・

大
原
野
・
北
野
・
松
尾
社
の
七
社
が
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
後
三
條
天
皇
に
よ
る
日
吉
・
稲
荷
・
祇
園
社
の
行
幸
が
行
わ
れ
、
そ

れ
は
新
た
に
天
皇
権
威
の
創
生
を
も
た
ら
す
出
来
事
と
い
え
ま
す
。

　

北
野
社
は
朝
廷
が
最
も
重
要
と
し
崇
敬
す
る
二
十
二
社
の
一
つ
に
加
列
さ
れ
、
北
野
社
へ
の
天
皇
の
行
幸
は
、
後
一
條
天
皇
・

後
朱
雀
天
皇
・
後
冷
泉
天
皇
・
後
三
條
天
皇
・
白
河
天
皇
・
堀
河
天
皇
・
鳥
羽
天
皇
・
崇
徳
天
皇
・
近
衛
天
皇
・
二
條
天
皇
・

高
倉
天
皇
・
後
鳥
羽
天
皇
、
さ
ら
に
後
醍
醐
天
皇
他
二
十
数
回
に
及
び
、
歴
代
天
皇
、
藤
原
摂
関
家
の
篤
い
崇
敬
を
受
け
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

菅
公
を
仰
ぎ
慕
う
信
仰
は
、
や
が
て
朝
野
の
信
仰
と
と
も
に
天
神
信
仰
と
し
て
全
国
に
広
が
り
、
さ
ら
に
天
神
信
仰
は
学
問
・

至
誠
・
芸
能
の
神
と
し
て
一
般
に
も
崇
敬
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
寛
弘
元
年
一
條
天
皇
の
行
幸
始
祭
の
再
興
は
、
か
か
る
北
野
天
満
宮
の
創
建
以
来
の
歴
史
伝
統
の
再
生
復
興
、
ま

た
全
国
に
鎮
座
す
る
一
万
二
千
社
の
天
満
宮
・
天
神
社
、
天
神
信
仰
の
さ
ら
な
る
発
展
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
祭
儀
の
再
興
で

あ
り
、
御
神
意
の
昂
揚
の
好
機
と
い
え
ま
す
。



行幸の記録

国
宝
『
御
堂
関
白
記
』  

陽
明
文
庫
所
蔵

　
　

寛
弘
元
年(

長
保
六
年)

〈
一
〇
〇
四
〉
十
月
二
十
一
日

　
　

一
條
天
皇
北
野
行
幸
の
段

 

寛
弘
元
年
十
月
二
十
一
日
一
條
天
皇
行
幸
以
来
、
二
十
数
度
に
亘
り
北

野
天
満
宮
に
行
幸
が
行
わ
れ
て
い
る
北
野
天
満
宮
の
記
録
の
抜
書
。
藤
原

道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』
の
十
月
二
十
一
日
行
幸
の
日
記
の
記
述
と
一
致

し
て
お
り
、
こ
の
度
の
行
幸
始
祭
が
再
興
さ
れ
た
由
緒
記
録
で
あ
る
。

北
野
天
満
宮
『
行
幸
古
記
抜
書
』 

北
野
天
満
宮
所
蔵

御堂関白記は、平安貴族摂政太政大臣・藤原道長が著した日記。
当時の貴族社会を知る上で、貴重な史料である。寛弘元年十月二十一日の段に、一條天皇が始めて北野社に行幸された記事が
記されている。
陽明文庫は、近衛家伝来の古文書、記録、日記、書状等国宝・重要文化財を多数所蔵し、約二十万点に及ぶ史料を保管している。

天皇行幸の図　 国宝  北野天神縁起絵巻（承久本）より



一
條
天
皇
行
幸
始
祭

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
一
日
斎
行

社
務
所
前
列
立

本
殿 

祭
典

献
饌

参
進



　

巫
女
舞
「
紅
わ
ら
べ
」
は
平
成
十
四
年
の
御
神
忌

千
百
年
大
萬
燈
祭
を
奉
祝
し
、
全
国
天
満
宮
梅
風
会

が
企
画
し
て
作
ら
れ
た
神
楽
舞
で
、菅
公
が
「
あ
こ
」

と
呼
ば
れ
て
お
ら
れ
た
五
歳
の
時
に
詠
ま
れ
た
御
詩

﹁
美
し
や　

紅
の
色
な
る
梅
の
花　

　
　
　

あ
こ
が
顔
に
も
つ
け
た
く
ぞ
あ
る
﹂

に
、
元
宮
内
庁
楽
部
長
芝
裕
靖
先
生
が
可
愛
ら
し
く

作
曲
・
作
舞
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
巫
女
舞
「
紅
わ
ら
べ
」
は
天
満
宮
の
重
要
な

祭
典
に
際
し
奉
納
致
し
、
菅
公
の
御
神
意
を
お
慰
め

す
る
と
共
に
、
更
な
る
御
神
威
の
発
揚
を
は
か
る
べ

く
、こ
の
度
の
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
再
興
に
当
た
り
、

御
神
前
に
奉
納
致
し
ま
す
。

◎
玉
串
拝
礼

宮
司

九
條
摂
関
家
・
平
安
神
宮
宮
司 

九
條　

道
弘

全
国
天
満
宮
梅
風
会
会
長

　
　

・
太
宰
府
天
満
宮
宮
司 

西
高
辻
信
良

北
野
天
満
宮
講
社
会
長
・
裏
千
家
大
宗
匠 
千　
　

玄
室

神
社
本
庁
総
長
・
石
清
水
八
幡
宮
宮
司 
田
中　

恆
清

公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
理
事
・
文
庫
長 

名
和　
　

修

北
野
天
満
宮
責
任
役
員 

中
井　

宗
一

平安神宮宮司 九條道弘氏

大阪天満宮の楽師と巫女による奉納

道
真
公
御
歌

　

巫
女
舞
﹁
紅
わ
ら
べ
﹂
奉
奏

祝
詞
奏
上

参
列
者
玉
串
拝
礼

掛
麻
久
母
畏
伎
北
野
天
満
大
神
乃
大
前
尓　

宮
司　

橘
重
十
九　

恐
美
恐
美
母
白
左
久

我
賀
大
神
乃
現
世
尓
坐
々
志
氐
波
御
徳
高
久
御
心
清
久
学
問
乃
御
才
波
和
漢
尓

亘
里
氐
極
米
給
比
五
代
乃
大
朝
廷
尓
仕
奉
里
天
皇
命
乃
大
御
依
志
重
久
忠
々
志
久

身
母
棚
知
良
尓
仕
衣
奉
里
志
賀
延
喜
三
年
大
宰
府
乃
地
尓
薨
去
里
坐
志
々
後
天
暦

元
年
此
乃
北
野
乃
地
尓
神
殿
乎
造
営
志
御
心
慰
米
鎮
米
給
衣
比
氐
朝
廷
乃
崇
敬
篤
久

永
延
元
年
北
野
尓
坐
須
「
天
満
天
神
」
乃
勅
号
乎
賜
里
勅
使
乎
遣
波
左
礼
北
野
祭
登
志
氐

奉
良
礼
遂
尓
寛
弘
元
年
十
月
二
十
一
日
一
條
天
皇
始
米
氐
北
野
社
尓
大
御
行
幸

給
比
志
依
里
天
皇
乃
行
幸
二
十
数
度
尓
亘
里
奴
礼
婆
此
乃
行
幸
始
波
天
神
信
仰
乃

発
揚
尓
如
何
尓
重
儀
尓
當
里
加
母
計
里
知
礼
豆
其
賀
御
栄
其
乃
御
慶
乎
思
出
奉
里
氐
行
幸
始
祭

仕
奉
里
来
志
賀
由
久
里
無
久
母
昭
和
二
十
三
年
乎
最
終
尓
絶
閉
来
志
波
神
職
主
多
留
者

思
慮
志
随
尓
今
年
波
志
母
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
執
里
行
波
礼
志
佳
年
尓
当
里
氐

皇
室
乃
弥
栄
登
国
家
乃
安
寧
乎
祈
念
奉
良
久
登
昔
乃
手
振
長
久
久
志
久
仕
奉
良
牟
登
須

故
是
乎
以
知
氐
今
日
乃
生
日
乃
足
日
尓
行
幸
始
祭
仕
閉
奉
良
牟
登
藤
原
摂
関
家
乎
始
米

御
縁
深
伎
諸
人
達
大
前
尓
参
集
美
御
食
御
酒
種
々
乃
味
物
捧
奉
里
拝
奉
留
状
乎
平
介
久

安
介
久
聞
食
志
氐　

天
皇
命
乃
大
御
代
乎
手
長
乃
御
代
乃
厳
御
代
登
常
盤
尓
堅
磐
尓
守
里

給
比
幸
辺
給
比
天
下
四
方
乃
國
民
尓
至
留
麻
伝
五
十
橿
八
桑
枝
乃
如
久
立
榮
衣
志
米
給
比

更
尓
波
天
神
信
仰
乎
弥
栄
尓
張
広
米
志
米
給
辺
登
恐
美
恐
美
母
称
辞
竟
奉
良
久
登
白
須

一
條
天
皇
行
幸
始
祭
祝
詞

太宰府天満宮宮司　西高辻信良氏
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皇 

室 

と 

北 

野 

天 

満 

宮

皇
室
の
御
参
拝

　

北
野
天
満
宮
は
、
平
安
時
代
よ
り
北
野
祭
に
は
幣
帛
が
奉
ら
れ
、
官
社
と
し
て
皇
室
よ
り
尊
崇
さ
れ
、

明
治
四
年
に
は
官
幣
中
社
に
列
格
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
以
降
は
瑞
饋
祭
等
も
私
祭
と
な

り
、
戦
後
は
一
宗
教
法
人
と
な
り
ま
し
た
が
、
現
在
で
も
皇
室
よ
り
特
別
の
崇
敬
を
戴
い
て
お
り
ま
す
。

 

二
月
二
十
五
日 

梅
花
祭 

御
代
拝

 

夏
期 

 
幣
帛
奉
献

 

冬
期 

 
幣
帛
奉
献

彬
子
女
王
殿
下 

御
神
前
に
﹁
御
花
神
饌
﹂
奉
献

特
別
展
﹁
皇
室
ゆ
か
り
の
宝
物
展
﹂
開
催

前
期
公
開　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
日
〜
十
二
月
八
日

後
期
公
開　

平
成
二
十
六
年
二
月
上
旬
〜
三
月
下
旬
予
定

　

寛
仁
親
王
殿
下
第
一
女
子
彬
子
女
王
殿
下
に
は
、
平
成

二
十
五
年
四
月
四
日
御
成
り
に
な
ら
れ
、
御
本
殿
に
「
御

花
神
饌
」
を
奉
献
さ
れ
ま
し
た
。

　

奉
献
さ
れ
た
「
御
花
神
饌
」
は
、
彬
子
女
王
殿
下
が
主

宰
さ
れ
て
い
ま
す
「
心
游
舎
」
の
活
動
の
一
環
で
、
京
都

の
子
供
た
ち
が
紙
で
作
っ
た
花
の
特
殊
神
饌
で
す
。
祭
り

が
伝
え
続
け
る
日
本
の
伝
統
技
術
を
考
え
る
子
供
た
ち
を

対
象
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
活
動
で
、
北
野
天
満
宮

に
ち
な
ん
だ
、
紅
花
染
め
の
和
紙
で
作
ら
れ
た
美
し
い
紅

白
の
梅
の
花
の
神
饌
で
す
。

　

御
本
殿
に
「
御
花
神
饌
」
が
供
え
ら
れ
た
後
、
彬
子
女

王
殿
下
が
御
神
前
に
一
拝
さ
れ
ま
し
た
。
彬
子
女
王
殿
下

に
は
、
前
年
平
成
二
十
四
年
十
二
月
当
宮
へ
初
め
て
御
成

り
に
な
ら
れ
、「
心
游
舎
」
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
大
広
間

に
お
い
て「
深
谷
式
辞
書
引
き
学
習
」を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
心
游
舎
」
は
、「
日
本
の
伝
統
文
化
が
生
き
続
け
る
土

壌
づ
く
り
、
現
代
版
寺
子
屋
の
創
設
」
と
の
彬
子
女
王
殿

下
の
お
気
持
ち
か
ら
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
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後
西
天
皇
御
宸
筆

　
　

﹁
天
満
宮
﹂
勅
額

御
本
殿
前
の
三
光
門（
重
要
文
化
財
）

に
掲
げ
ら
れ
た
勅
額
に
書
か
れ
た

「
天
満
宮
」
の
御
宸
筆
。

和
歌
の
才
能
に
優
れ
、
古
典
へ
の
理

解
も
深
く
、
能
書
家
で
知
ら
れ
る
後

西
天
皇
（
一
六
三
八
〜
一
六
八
五
）

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。

後
宇
多
天
皇
（
一
二
六
七
〜
一
三
二
四
）
は
、
亀
山
天
皇
の
第
二
皇
子
、
名
は
世
仁
と
い
い
、

好
学
の
天
皇
、
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
天
皇
と
し
て
知
ら
れ
る
。
国
家
鎮
護
。
人
民
安
穏
の

た
め
に
、
書
写
し
た
も
の
と
い
う
。
見
返
り
に
金
泥
如
来
の
画
が
あ
り
、
奥
書
に
永
仁
二
年

（
一
二
九
四
）
十
一
月
十
五
日
書
写
と
あ
る
。

後
宇
多
天
皇
宸
翰

     

重
要
文
化
財  

﹁
紫
紙
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
﹂
一
巻

　

北
野
天
満
宮
は
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）、
右
大
臣
菅
原
道
真
公
の
御
神

霊
を
、
北
野
の
地
に
鎮
め
た
の
に
始
ま
り
ま
す
。
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
右

大
臣
藤
原
師
輔
卿
は
北
野
社
の
大
規
模
な
社
殿
の
造
営
、
宝
物
の
奉
納
を
行

い
、
北
野
社
は
藤
原
摂
関
家
を
守
護
す
る
神
、
摂せ
つ
ろ
く
し
ん

籙
神
と
な
り
ま
す
。

　

永
延
元
年
（
九
八
七
）
八
月
五
日
、
一
條
天
皇
に
よ
り
幣
帛
が
奉
ら
れ
、

北
野
祭
は
官
祭
と
さ
れ
、
さ
ら
に
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）、
一
條
天
皇
は

初
め
て
北
野
社
に
行
幸
さ
れ
ま
し
た
。
爾
来
皇
室
の
尊
崇
は
歴
代
天
皇
二
十

数
回
の
行
幸
に
及
び
、
皇
城
鎮
護
の
神
と
し
て
特
別
な
崇
敬
を
受
け
て
参
り

ま
し
た
。

　

皇
室
の
長
き
に
亘
る
崇
敬
に
よ
り
、
北
野
天
満
宮
に
は
数
多
く
の
天
皇
ゆ

か
り
の
宝
物
が
奉
納
、
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
の
一
條
天
皇
行
幸
始

祭
再
興
を
記
念
し
、鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
及
ぶ
皇
室
ゆ
か
り
の
宝
物
、

重
要
文
化
財
二
点
を
含
む
貴
重
な
品
々
を
公
開
し
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

初
公
開
で
、
北
野
天
満
宮
へ
の
歴
代
天
皇
の
崇
敬
を
示
す
、
歴
史
・
文
化
的

に
も
注
目
さ
れ
る
宝
物
展
で
す
。

　

重
要
文
化
財
は
、
後
宇
多
天
皇
宸
翰
「
紫
紙
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
」、

後
柏
原
天
皇
宸
翰
外
題
「
北
野
天
神
縁
起
」（
光
信
本
）
の
二
点
。
ま
た
展

示
作
品
の
種
類
も
金
燈
籠
、
御
神
影
、
御
神
号
、
鳥
居
額
本
書
、
法
楽
和
歌
、

手
鑑
、
蒔
絵
文
臺
硯
箱
等
と
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
ま
す
。
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霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二
）
は
後
水
尾
天
皇
の
皇
子
、「
仙
洞
様
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
歌
道
に
優
れ
、
歌
道
関
係
の
著
述
も
多
く
、
歌
人
・

能
書
家
。
北
野
天
満
宮
に
は
そ
の
宸
翰
に
な
る
短
冊
や
経
巻
も
伝
わ
る
。

霊
元
天
皇
御
寄
進

　
　

 

﹁
松
竹
梅
蒔
絵
文
台
﹂・
硯
箱  

一
具

初
公
開
﹁
聖
廟
法
楽
和
歌
﹂

　

詩
聖
、連
歌
の
神
、和
歌
の
神
と
云
わ
れ
た
菅
原
道
真
公
を
祀
る
北
野
天
満
宮
。

　

室
町
期
、
足
利
義
満
に
よ
り
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
北
野
一
万
句
興
行
、

応
永
元
年
北
野
法
楽
連
歌
等
、
度
々
北
野
社
に
お
い
て
連
歌
が
興
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
江
戸
期
に
も
、
北
野
法
楽
連
歌
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
道
真
忌
年
万
句
奉

納
連
歌
が
催
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
展
示
は
、貞
享
四
年（
一
六
八
七
）六
月
か
ら
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）

五
月
ま
で
、
毎
月
二
十
五
日
に
奉
納
さ
れ
た
霊
元
天
皇
の
「
聖
廟
法
楽
和
歌
」

な
ど
多
数
で
す
。「
聖
廟
」
と
は
、
菅
原
道
真
公
の
御
廟
の
意
で
、
北
野
天
満
宮

の
異
称
で
す
。

　

ま
た
、
仁
孝
天
皇
御
製
和
歌
、
ま
た
後
西
天
皇
、
桜
町
天
皇
、
桃
園
天
皇
な
ど
、

歴
代
天
皇
の
聖
廟
法
楽
和
歌
短
冊
が
公
開
さ
れ
ま
す
。
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北
野
の「
三
年
一
請
会
」
と

　
　
　
　
　

 

禁
裏
駕
輿
丁

一條天皇御寄進の葱華輦

第一鳳輦（中央）は村上天皇の御寄進、葱華輦（右側）は一條天皇御寄進

　

永
延
元
年
（
九
八
七
）
八
月
五
日
、
一
條
天
皇
に
よ
り
始
め
て
北
野

祭
は
朝
廷
の
崇
敬
を
う
け
勅
祭
と
し
て
斎
行
さ
れ
た
。
こ
の
北
野
祭
は

村
上
天
皇
の
御
代
（
九
四
七~

九
六
七
）
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
祭

祀
は
朝
廷
の
指
示
に
よ
り
御
輿
は
禁
裏
の
駕
輿
丁
に
よ
り
担
が
れ
、
儀

式
は
世
に
も
希
な
荘
厳
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
蔵
省
の
役
人
が
神

宝
持
ち
を
奉
仕
、
三
年
一
請
会
と
呼
ば
れ
、
三
年
に
一
度
大
蔵
省
に
よ
っ

て
修
繕
・
注
進
が
行
わ
れ
た
。
平
安
後
期
に
お
い
て
は
、
八
月
一
日
神

輿
迎
え
、
四
日
還
幸
と
い
う
式
日
の
御
旅
所
祭
祀
が
成
立
し
た
。
中
世

以
降
、
北
野
祭
は
朝
廷
の
祭
祀
の
要
素
が
減
少
、
西
ノ
京
の
地
域
的
祭

礼
へ
と
割
合
が
高
ま
り
、
禁
裏
駕
輿
丁
は
芋
茎
神
輿
の
駕
輿
丁
と
交
替

さ
れ
た
。
現
在
は
、
十
月
一
日
か
ら
四
日
の
瑞
饋
祭
と
一
体
化
し
神
輿

渡
御
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
瑞
饋
祭
は
、
一
名
「
お
い
で
祭
」
と
も
称
さ
れ
、
菅
公
の
新
た

な
る
神
霊
を
毎
年
お
迎
え
、
遷
座
す
る
祭
と
し
て
重
要
な
祭
で
あ
る
。



橘
宮
司　

そ
れ
で
は
、
宜
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
ま
ず
平
安
京
に
つ
い
て
お
伺

い
い
た
し
ま
す
。

　

桓
武
天
皇
が
長
岡
京
よ
り
、
山
背
の
地

に
平
安
京
を
遷
都
・
造
営
さ
れ
た
の
は
ど

う
い
う
理
由
、
ど
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生　

桓
武
天
皇
は
平
城
京
で
即
位

さ
れ
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
と
遷
都
さ
れ

た
三
都
の
天
皇
で
し
た
。

　

桓
武
天
皇
は
延
暦
六
年
の
詔
で
「
水
陸

の
便
あ
り
。
都
を
長
岡
に
建
つ
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
延
暦
四
年
の
九
月
の

造
官
長
官
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
、早
良
（
さ

わ
ら
）
親
王
の
流
罪
と
無
実
を
訴
え
る
死

な
ど
の
ほ
か
に
、
洪
水
が
あ
っ
て
被
害
が

あ
り
ま
し
た
。
加
え
て
和
気
清
麻
呂
公
が

進
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
十
年
を
経
て
」

都
が
完
成
し
な
い
で
、費
用
が
莫
大
に
な
っ

た
こ
と
が
、
平
安
京
遷
都
の
理
由
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

平
安
京
は
四
神
相
応
の
地
で
あ
り
、
北

が
高
く
南
が
低
い
、
天
子
南
面
の
地
形

に
ふ
さ
わ
し
く
、
延
暦
十
三
年
十
二
月

二
十
八
日
の
詔
で
は
「
山
川
も
麗
は
し
く

百
姓
の
参
い
出
で
来
る
事
も
便
に
し
て
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

橘
宮
司　

平
安
京
の
名
称
と
「
平
安
楽
土
」

の
意
味
、
ま
た
な
ぜ
平
安
京
は
地
名
で
な

い
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
か
。

上
田
先
生　

延
暦
十
三
年
十
一
月
八
日
の

遷
都
の
詔
で
、
都
を
「
平
安
京
と
曰
ふ
」

と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
城
京
と
か
長

岡
京
と
か
は
史
料
な
ど
に
み
え
る
都
の
名

称
で
、
遷
都
の
詔
で
命
名
さ
れ
て
い
る
の

は
、
平
安
京
だ
け
で
す
。

　

延
暦
十
四
年
の
正
月
十
六
日
の
宴
で
、

踏
歌
が
歌
わ
れ
「
新
京
楽
、
平
安
楽
土
、

万
年
春
」
と
こ
と
ほ
が
れ
ま
す
。

　

平
安
京
は
平
ら
で
安
ら
か
で
あ
り
、
永

遠
に
榮
え
あ
れ
の
意
味
で
、「
平
安
楽
土
」

に
平
安
京
の
名
称
は
由
来
し
ま
す
。

橘
宮
司　

平
安
京
が
日
本
文
化
の
中
心
と

し
て
、
ま
た
都
と
し
て
千
年
続
い
た
理
由

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生　

平
安
京
は
延
暦
十
三
年
か
ら

明
治
元
年
の
十
月
十
三
日
に
江
戸
城
が
皇

居
と
な
る
ま
で
千
年
を
こ
え
る
都
と
な
り

北
野
天
満
宮 　

宮
司   

橘　

重
十
九

京
都
大
学 

名
誉
教
授   

上
田　

正
昭

平安京と天神信仰



ま
す
。
世
界
で
も
珍
し
い
長
い
歴
史
を
も
っ

て
い
ま
す
。

　

平
安
京
は
唐
の
長
安
と
洛
陽
を
モ
デ
ル

に
し
ま
し
た
が
、
国
際
性
が
豊
か
で
、
王

朝
の
文
化
・
社
寺
の
文
化
・
武
家
の
文
化
・

町
衆
の
文
化
と
い
う
多
様
性
を
保
有
し
、

伝
承
の
ま
ち
で
は
な
く
、
常
に
古
く
と
し

か
も
新
し
い
文
化
を
創
造
し
て
き
た
伝
統

の
ま
ち
で
し
た
。 

橘
宮
司　

平
安
京
と
神
社
仏
閣
に
つ
い
て

お
話
し
く
だ
さ
い
。

上
田
先
生　

朝
廷
を
中
心
に
重
要
な
社
寺

が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
で
も
勅
使
の

参
向
さ
れ
る
神
社
が
多
く
、
各
宗
派
の
本

山
が
集
中
し
て
い
る
ま
ち
で
す
。
護
王
・

護
国
の
社
寺
が
平
安
京
に
誕
生
す
る
の
は
、

平
安
京
が
千
年
を
こ
え
る
都
で
あ
っ
た
か

ら
で
す
。 

橘
宮
司　

平
安
京
で
は
御
霊
信
仰
・
怨
霊

信
仰
が
流
行
し
、
ま
た
御
霊
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
。

上
田
先
生　

御
霊
信
仰
は
貞
観
五
年
の
平

安
京
神
泉
苑
で
、
早
良
親
王
ほ
か
六
人
の

怨
霊
を
祭
神
と
し
た
御
霊
会
が
初
見
で
す
。

貞
観
十
一
年
の
祇
園
御
霊
会
や
天
慶
五
年

の
こ
ろ
か
ら
の
北
野
御
霊
会
な
ど
が
有
名

で
す
。
御
霊
会
は
都
市
か
ら
は
じ
ま
り
ま

す
が
、 

疫
病
な
ど
を
遷
却
す
る
鎮
魂
の
ま

つ
り
で
す
。

橘
宮
司　

天
神
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
ま
た

雷
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
北
野
の
地
に
、
怨

霊
で
あ
る
菅
原
道
真
公
の
神
霊
を
祀
り
北

野
天
満
宮
が
創
建
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

上
田
先
生　

平
安
時
代
の
記
録
で
あ
る
『
西

宮
記
』
巻
七
の
裏
書
に
は
、
北
野
天
満
宮

以
前
に
天
神
や
雷
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
記
し
て
い
ま
す
が
、
菅
原
道
真
公
が

な
く
な
っ
て
約
二
十
年
後
の
延
喜
二
十
三

年
の
三
月
に
皇
太
子
保
明
親
王
が
急
死
さ

れ
ま
す
。
世
間
の
人
々
は
「
菅
師
霊
魂
の

な
す
所
」
と
申
し
ま
し
た
。

　

同
年
四
月
、
道
真
公
は
本
官
（
右
大
臣
）

に
復
さ
れ
、
正
二
位
が
贈
ら
れ
ま
す
。

　

天
慶
五
年
の
七
月
多
治
比
文
子
に
神
託

が
あ
っ
て
道
真
公
を
祀
り
、
天
暦
元
年
の

三
月
に
も
近
江
の
太
郎
丸
に
託
宣
が
あ
っ

て
、
天
暦
元
年
六
月
に
北
野
天
満
宮
が
創

建
さ
れ
ま
す
。

橘
宮
司　

人
を
祀
っ
た
北
野
社
が
朝
廷
よ

り
官
祭
、
北
野
祭
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生　

永
延
元
年
に
皇
太
后
宮
の
典

侍
に
神
示
が
あ
り
、
同
年
の
八
月
五
日
勅

祭
と
し
て
北
野
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

一
條
天
皇
は
圓
融
天
皇
の
第
一
皇
子
で
七

歳
で
即
位
さ
れ
ま
す
が（
在
位
二
十
六
年
）、



北
野
天
神
に
対
す
る
信
仰
は
き
わ
め
て
篤

く
、
正
暦
四
年
に
左
大
臣
正
一
位
、
つ
い

で
太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
ま
す
。

　

一
條
天
皇
の「
朕
が
人
を
得
る
。延
喜（
醍

醐
天
皇
）・
天
暦
（
村
上
天
皇
）
に
勝
れ
り
」

の
勅
言
は
有
名
で
す
。

橘
宮
司　

一
條
天
皇
が
寛
弘
元
年
初
め
て

北
野
社
に
行
幸
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

上
田
先
生　

永
延
元
年
の
勅
使
の
宣
命
に

「
天
満
宮
天
神
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一

條
天
皇
の
北
野
社
へ
の
崇
敬
は
深
く
、
正

暦
二
年
に
は
伊
勢
・
石
清
水
を
は
じ
め
と

す
る
十
六
社
に
加
え
て
、
祈
雨
の
た
め
北

野
・
廣
田
・
吉
田
の
三
社
を
加
え
ら
れ
た

の
を
み
て
も
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
白
河

天
皇
の
永
保
元
年
に
二
十
二
社
と
な
り
ま

す
。 

橘
宮
司　

皇
城
鎮
護
の
社
と
し
て
両
賀
茂

社
、
ま
た
比
叡
山
延
暦
寺
等
が
あ
る
な
か

で
、
あ
ら
た
に
北
野
社
が
皇
城
鎮
護
の
社

と
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生　

延
暦
寺
や
両
賀
茂
社
は
平
安

京
の
艮
（
う
し
と
ら
）（
東
北
）
の
方
向
に

位
置
し
て
い
ま
す
が
、
北
野
社
は
平
安
京

の
乾
（
い
ぬ
い
）（
西
北
）
に
鎮
座
し
、
平

安
京
を
守
護
す
る
皇
城
鎮
護
の
社
と
し
て

重
視
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
野
天
神
が
た
ん
な
る
怨
霊
神
で
な

か
っ
た
こ
と
は
永
延
元
年
に
官
幣
の
社
と

な
り
、
勅
祭
と
し
て
北
野
祭
が
斎
行
さ
れ

て
い
る
の
に
も
明
ら
か
で
す
。
し
た
が
っ

て
一
條
天
皇
の
あ
と
も
後
一
條
天
皇
を
は

じ
め
と
す
る
歴
代
天
皇
が
二
十
数
回
行
幸

さ
れ
ま
し
た
。

橘
宮
司　

人
・
菅
公
が
怨
霊
と
な
り
、
慰

撫
さ
れ
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
天
神
・

神
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で

す
か

上
田
先
生　

菅
原
道
真
公
を
讒
言
し
た
藤

原
時
平
の
一
門
の
人
々
が
あ
い
つ
い
で
死

去
し
、
延
長
八
年
の
六
月
に
清
涼
殿
に
落

雷
が
あ
っ
た
の
は
、
道
真
公
の
怨
霊
の
仕

業
と
す
る
風
説
が
た
か
ま
り
ま
す
。
そ
の

ミ
タ
マ
を
鎮
魂
し
て
、
そ
の
ご
神
威
に
よ
っ

て
神
徳
を
う
け
る
た
め
に
天
満
天
神
と
し

て
ま
つ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

橘
宮
司　

怨
霊
・
御
霊
か
ら
学
問
の
神
へ

と
、
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

上
田
先
生　

寛
和
二
年
の
慶
滋
保
胤
（
よ

し
し
げ
や
す
た
ね
）
の
願
文
に
「
天
神
を

以
て
文
道
の
祖
・
詩
境
の
主
と
な
す
」
と

あ
る
よ
う
に
、
十
世
紀
の
こ
ろ
か
ら
は
学

問
の
神
と
さ
れ
、
さ
ら
に
書
道
の
神
、
そ

し
て
連
歌
・
茶
の
湯
・
歌
舞
伎
な
ど
、
ひ

ろ
く
芸
能
の
神
と
し
て
あ
お
が
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

橘
宮
司　

京
都
人
に
「
天
神
さ
ん
」
と
親

し
ま
れ
る
由
縁
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
す
か
。

上
田
先
生　

菅
原
道
真
公
が
な
く
な
っ
た

の
は
延
喜
三
年
の
二
月
二
十
五
日
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
毎
月
の
二
十
五
日
は
北
野
さ

ん
の
日
と
し
て
京
都
の
人
び
と
に
親
し
ま

れ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
で

も
、
江
戸
で
は
孔
子
を
祀
り
ま
し
た
が
、

京
都
の
寺
子
屋
で
は
菅
原
道
真
公
を
祀
っ

た
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。

橘
宮
司　

天
神
信
仰
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

上
田
先
生　

天
神
さ
ま
と
い
え
ば
北
野
天

神
を
は
じ
め
と
す
る
菅
原
道
真
公
を
多
く

の
人
々
は
連
想
し
ま
す
が
、中
国
の「
天
神
・

地
祇
」
の
天
神
は
日
・
月
・
星
辰
な
ど
の

文
字
ど
お
り
の
天
上
の
神
の
信
仰
も
あ
れ

ば
、
七
世
紀
後
半
の
天
武
天
皇
代
に
明
確



と
な
っ
た
「
天
つ
社
」・「
国
つ
社
」
の
高

天
原
や
皇
室
ゆ
か
り
の
天
つ
神
の
天
神
も

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
雷
雨
神
を
天
神
と
し

て
祀
っ
て
い
る
社
も
存
在
し
ま
す
。
し
か

し
日
本
の
天
神
信
仰
の
中
心
は
菅
原
道
真

公
で
す
。 

橘
宮
司　

天
満
宮
の
中
門
は
三
光
門
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
天
体
を
運
行
す
る
太
陽

と
月
と
星
の
三
つ
の
光
が
彫
刻
さ
れ
て
い

ま
す
。
後
西
天
皇
の
「
天
満
宮
」
の
扁
額

が
掛
け
ら
れ
、
大
極
殿
の
北
に
位
置
し
た

天
満
宮
の
上
に
は
、
北
極
星
が
輝
き
天
子

が
拝
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
北
野
に
は
道
真
公
が
祀
ら
れ
る
以
前
に

天
神
地
祇
・
雷
神
が
祀
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
平
安
京
に
と
っ
て
北
野
の
地
は
神

を
祀
る
重
要
な
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
道
真

公
の
御
神
霊
が
鎮
め
ら
れ
天
神
信
仰
が
始

ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

平
安
京
の
天
神
信
仰
が
全
国
に
流
布
し

た
わ
け
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か

上
田
先
生　

日
本
の
中
心
で
あ
る
首
都
平

安
京
で
の
北
野
御
霊
会
に
お
け
る
天
神
信

仰
は
、
都
か
ら
各
地
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
い

き
ま
す
。

　

そ
し
て
怨
霊
の
ミ
タ
マ
を
鎮
め
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
ご
神
威
に
よ
っ
て
生
命
力

を
振
起
す
ミ
タ
マ
フ
リ
の
鎮
魂
へ
と
た
か

ま
っ
て
い
き
ま
す
。

橘
宮
司　

天
神
信
仰
に
お
け
る
、
北
野
天

満
宮
と
太
宰
府
天
満
宮
の
関
係
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生　

太
宰
府
へ
大
宰
府
権
帥
と
し

て
左
遷
さ
れ
た
道
真
公
は
延
喜
三
年
二
月

に
五
十
九
歳
で
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て

延
喜
五
年
八
月
十
九
日
に
、
祠
廟
を
造
営

し
た
の
が
太
宰
府
天
満
宮
で
す
。
北
野
天

満
宮
は
道
真
公
の
怨
霊
を
鎮
魂
し
て
神
徳

を
あ
お
ぐ
た
め
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

橘
宮
司　

京
の
秋
祭
の
先
駆
け
と
い
わ
れ

る
瑞
饋
祭
（
ず
い
き
ま
つ
り
）
が
、
十
月

一
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。

十
月
四
日
に
は
、
御
旅
所
よ
り
本
社
へ
の

還
幸
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
祭
典
は
村
上
天
皇
の
頃
よ
り
始
ま

る
と
い
わ
れ
、
一
條
天
皇
永
延
元
年
八
月

五
日
（
後
に
八
月
四
日
に
な
る
）、
こ
の
渡

御
の
式
を
官
幣
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
北
野
祭
と
称
せ
ら
れ

た
も
の
で
す
。

　

現
存
渡
御
す
る
一
基
の
御
鳳
輦
は
、
村

上
天
皇
の
御
寄
進
に
な
る
も
の
と
い
わ
れ
、

こ
の
御
鳳
輦
に
お
遷
し
さ
れ
た
御
霊
代
（
み

た
ま
し
ろ
）
は
、
十
月
四
日
威
儀
を
正
し

た
行
列
に
多
く
の
供
奉
者
に
護
ら
れ
て
西

の
京
の
御
旅
所
よ
り
本
社
へ
と
進
ま
れ
ま

す
。

　

こ
の
事
に
つ
き
先
の
宮
司
は
、
御
祭
神

が
御
鎮
座
に
な
ら
れ
る
さ
ま
を
表
現
し
た

意
義
深
い
祭
儀
で
あ
る
「
お
い
で
ま
つ
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
御

祭
神
の
神
霊
を
、
大
宰
府
の
御
墓
所
よ
り
、

毎
年
新
た
に
北
野
の
地
に
お
迎
え
す
る
、

御
鎮
座
な
さ
れ
る
様
を
毎
年
再
現
し
て
執

り
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
深

遠
な
意
図
が
あ
り
ま
す
。
年
々
再
現
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
々
と
し
た
新
し
い
活
力

が
う
ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
御
神
徳
の
生
成
発

展
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

三
年
一
請
会
と
呼
ば
れ
朝
廷
に
よ
っ
て

祀
り
続
け
て
き
ま
し
た
北
野
祭
は
、
い
ま

瑞
饋
祭
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
田
先
生　

瑞
饋
祭
に
は
、
そ
の
よ
う
な

言
い
伝
え
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

橘
宮
司　

は
い
。
怨
霊
と
い
わ
れ
た
菅
公

の
神
霊
が
時
間
を
か
け
、
年
々
丁
重
に
祀

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
荒
魂
よ
り
和
魂
、

す
な
わ
ち
菅
公
の
徳
分
で
あ
る
学
問
の
徳
、

学
問
・
文
道
の
神
ま
た
至
誠
の
神
へ
と
変



貌
し
て
い
っ
た
の
が
北
野
の
天
神
信
仰
で

す
。
京
の
都
、
朝
廷
の
崇
敬
は
も
と
よ
り
、

貴
族
・
僧
侶
、
さ
ら
に
武
家
・
一
般
庶
民

と
様
々
な
人
々
を
介
し
て
全
国
へ
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

で
は
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
北
野
天

満
宮
に
つ
い
て
ま
と
め
の
お
話
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

上
田
先
生　

平
安
京
で
た
か
ま
っ
て
全
国

に
ひ
ろ
が
っ
た
天
神
信
仰
の
中
心
の
社
は

北
野
天
満
宮
で
す
。

　

天
満
天
神
信
仰
発
祥
の
地
で
あ
り
、
総

本
社
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
だ
と
思
い

ま
す
。

橘
宮
司　

大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

上
田
正
昭
先
生 

略
歴

昭
和
二
年
四
月
二
十
九
日
生
ま
れ
、
京
都
府
出

身
。京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。歴
史
学
者
、

京
都
大
学
文
学
博
士
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
、
島

根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
名
誉
館
長
、
京
都

府
亀
岡
市
鎮
座 

延
喜
式
内
社
小
幡
神
社
宮
司（
神

職
身
分
特
級
）。
平
成
十
三
年
一
月
宮
中
歌
会
召

人
に
選
任
、
平
成
十
五
年
四
月
勲
二
等
瑞
宝
章
を

受
章
。

著
書

‥『
古
代
伝
承
史
』（
塙
書
房
）、『
上
田
正

昭
著
作
集
全
八
巻
』（
角
川
書
店
）『
私
の
日
本
古

代
史
上
・
下
』（
新
潮
選
書
）
等
単
著
七
一
冊
、

監
修
・
編
共
著
『
日
本
文
化
の
創
造
』
湯
川
秀
樹

共
著
（
雄
渾
社
）、『
古
事
記
の
新
研
究
』
編
（
学

生
社
）
ほ
か
五
八
二
冊
。



未
完
の
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』 

平
成
の
復
元
・
白
描
下
絵
の
彩
色              

　
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
八
巻
は
、
現
存
す
る
多
数
の
北
野
天
神
縁

起
絵
巻
の
う
ち
の
最
古
作
で
、「
根
本
縁
起
」
ま
た
は
制
作
年
代
か
ら

「
承
久
本
」
と
も
い
わ
れ
る
。
御
祭
神
菅
原
道
真
公
の
生
涯
と
、
死
後

怨
霊
と
化
し
て
か
ら
の
活
躍
を
描
く
第
六
巻
ま
で
は
、
詞
書
を
と
も

な
う
が
、
日
蔵
上
人
が
鬼
神
と
六
道
巡
り
を
す
る
第
七
、八
巻
は
詞
書

を
欠
き
、
こ
れ
に
続
く
北
野
社
草
創
と
霊
験
の
部
分
は
白
描
下
絵
の

ま
ま
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　

料
紙
を
縦
長
に
継
い
だ
大
型
の
紙
面
に
、
余
白
を
残
す
こ
と
な
く

各
場
面
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
お
り
、
人
物
の
表
情
は
、
写

実
的
な
似
絵
風
で
、
各
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
表
現
さ
れ
、
物
語

の
内
容
を
よ
り
い
っ
そ
う
豊
か
に
し
て
い
る
。

　
「
北
野
天
神
縁
起
」
の
内
容
は
、
一
、
祈
願
文 
二
、
菅
原
道
真
伝

記 

三
、 

怨
霊
活
躍 

四
、
道
賢
冥
途
記 

五
、
北
野
社
草
創 
六
、
霊
験

利
生
譚
の
六
つ
に
大
き
く
わ
け
ら
れ
る
。こ
の『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』

で
は
一
か
ら
三
の
部
分
を
第
一
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
に
描
き
、
四
の

「
道
賢
冥
途
記
」
を
描
く
は
ず
の
第
七
、
第
八
の
両
巻
が
六
道
絵
に
す

り
か
わ
っ
て
、
未
完
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
六
ま
で
描
く
予

定
だ
っ
た
こ
と
は
、
北
野
社
草
創
の
場
面
と
霊
験
利
生
譚
の
一
部
を

描
い
た
白
描
下
絵
の
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
り
、
こ
の
白
描

下
絵
は
、
つ
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
第
九
巻
と
し
て
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
の
度
、
学
術
研
究
者
、
美
術
関
係
者
等
に
よ
り
研
究
委
員
会
を

組
織
発
足
、
第
九
巻
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
未
完
の
白
描
下
絵

を
基
礎
資
料
と
し
て
、
建
久
本
、
建
保
本
北
野
天
神
縁
起
等
を
元
に

研
究
調
査
、
検
討
を
開
始
し
た
。
行
幸
始
祭
の
記
念
と
し
て
完
成
さ

れ
る
平
成
本
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
は
、
北
野
天
満
宮
の
創
建
、

利
生
譚
が
加
え
ら
れ
、
復
元
本
が
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な

る
天
神
信
仰
の
宣
揚
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

巻九（部分）



御
祭
神
菅
原
道
真
公

　
　

悠
久
の
ご
神
慮
を
景
仰
し
て

大
萬
燈
祭
を
迎
え
る
に
あ
っ
た
っ
て

 

千
百
年
大
萬
燈
祭
奉
賛
会  

会
長 

千 

宗
室
︵
現 

千 

玄
室
︶

 

北
野
天
満
宮  

宮
司 

梶 

季
嗣
︵
現 

北
野
天
満
宮
名
誉
宮
司
︶

北
野
天
満
宮
千
百
年 

大
萬
燈
祭
の
記
録

　

北
野
天
満
宮
は
「
北
野
の
天
神
さ
ん
」
と
称
さ
れ
、
学
問
の
神
様
と
し
て
崇
敬
の
篤
い
菅
原
道
真
公

を
お
祀
り
す
る
、
全
国
一
万
二
千
社
余
り
の
天
神
社
及
び
天
満
宮
の
宗
祀
の
お
社
で
あ
り
ま
す
。

　

古
来
よ
り
菅
公
ご
昇
神
後
五
十
年
ご
と
に
「
大
萬
燈
会
」
ま
た
は
「
大
萬
燈
祭
」
と
称
す
る
、
最
も

重
要
な
大
祭
を
と
り
お
こ
な
い
、
天
神
様
の
お
心
を
お
慰
め
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ご
神
徳
の
益
々

の
発
揚
を
お
祈
り
す
る
た
め
数
々
の
奉
祝
記
念
行
事
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　

平
成
十
四
年
は
菅
公
ご
昇
神
よ
り
千
百
年
に
あ
た
り
、
本
殿
を
は
じ
め
と
す
る
社
殿
の
修
復
及
び
境

内
地
の
整
備
や
諸
施
設
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
後
世
に
向
け
て
さ
ら
な
る
天
神
信
仰
の
発
揚
を
念
じ
、

創
建
以
来
連
綿
と
続
い
て
き
た
伝
統
を
次
代
に
つ
な
い
で
ゆ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

な
に
と
ぞ
こ
の
よ
き
春
に
、
天
神
信
仰
の
ふ
る
里
で
あ
る
北
野
天
満
宮
に
ご
参
詣
の
上
、
現
代
に
も

脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
菅
公
の
「
至
誠
」
の
教
え
に
ふ
れ
て
戴
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

（
抜
粋
）

石碑除幕式

千玄室揮毫 石碑



大
萬
燈
祭
奉
賛
会
解
散

天
満
宮
講
社
発
会
、
御お

ど

い

土
居
整
備
始
ま
る

　

平
成
十
四
年
春
、
御
祭
神
の
御
神
徳
を
讃
え
御
神
威

を
お
慰
め
す
る
為
、
盛
大
に
執
行
さ
れ
た
千
百
年
大
萬

燈
祭
の
閉
幕
に
伴
い
、
大
萬
燈
祭
奉
賛
会
（
会
長
千
玄

室
）
は
平
成
十
五
年
三
月
に
解
散
し
た
が
、
北
野
天
満

宮
の
さ
ら
な
る
御
神
徳
の
発
揚
と
天
神
信
仰
の
発
展
を

期
し
、
奉
賛
会
の
組
織
を
発
展
的
に
継
承
し
て
同
時
に

千
玄
室
氏
を
会
長
と
し
て
北
野
天
満
宮
講
社
が
発
会
し

た
。

　

第
一
回
の
講
社
大
祭
が
、
七
月
五
日
午
後
一
時
よ
り

御
本
殿
で
千
玄
室
会
長
は
じ
め
、
神
社
役
員
、
講
員
約

五
百
五
十
人
が
参
列
の
上
行
わ
れ
た
。

　

講
社
の
事
業
と
し
て
、
菅
公
と
ご
縁
の
深
い
紅
葉
を

増
や
し
、
春
の
梅
と
対
照
的
に
秋
は
紅
葉
の
名
所
に
と
、

史
跡
御
土
居
の
整
備
と
「
御
土
居
も
み
じ
苑
」
の
開
苑

を
計
画
、
樹
林
計
画
を
進
め
た
。
四
年
間
に
二
百
五
十

本
（
五
種
類
）
の
も
み
じ
を
植
え
る
と
と
も
に
、
往
古
、

紙
漉
き
に
使
わ
れ
た
紙
屋
川
の
清
流
に
朱
塗
り
の
鶯
橋

（
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
メ
ー
ト
ル
）
を
架
け
、
ま

た
川
を
ま
た
い
で
遊
歩
道
も
整
備
さ
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
十
一
月
十
四
日
、
完
成
奉
告
祭
に
引
き

続
き
、
千
会
長
の
揮
毫
に
よ
る
「
史
跡
御
土
居
の
紅

葉
」
の
石
碑
の
除
幕
式
が
千
会
長
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

十
五
日
よ
り
御
土
居
も
み
じ
苑
が
一
般
に
公
開
さ
れ

た
。

　

史
跡
御
土
居
の
保
存
整
備
の
た
め
、
文
化
庁
、
京
都
府
、
京
都
市
、
学

識
経
験
者
等
に
よ
り
、
北
野
天
満
宮
史
跡
御
土
居
保
存
整
備
委
員
会
が
組

織
さ
れ
た
。

　

史
跡
御
土
居
の
保
存
・
整
備
に
つ
き
会
議
が
行
わ
れ
検
討
さ
れ
、
京
都

大
学
所
蔵
の
江
戸
期
の
古
絵
図
を
史
料
と
し
、
境
内
の
史
跡
の
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
御
土
居
と
し
て
は
唯
一
の
石
組
暗
渠
、
悪

水
抜
き
の
取
水
口
と
排
水
口
が
両
方
発
見
さ
れ
、
貴
重
な
遺
構
と
し
て
注

目
を
あ
び
て
い
る
。

講社大祭

秀吉御土居石組暗渠
　（悪水抜き 取水口）

秀吉御土居石組暗渠（悪水抜き 排水口）

◆ 

御
土
居
整
備
事
業
報
告

◆ 

天
満
宮
講
社
に
よ
る
御
土
居
整
備



昭
和
四
十
年 

昭
和
五
十
六
年

平
成
十
四
年

平
成
十
六
年

平
成
十
九
年

平
成
二
十
年

「
史
跡
」
に
指
定

昭
和
五
十
六
年
度
の
境
内
整
備
の
一
環
事
業
と
し
て

「
史
跡 
御
土
居
」
の
復
旧
整
備
工
事
に
着
手
。

野
面
石
積
み
工
事
を
は
じ
め
、
四
十
二
段
の
階
段
工

事
、
フ
ェ
ン
ス
工
事
、
橋
台
架
け
替
え
工
事
、
漏
水

防
護
工
事
等
を
完
成
。

本
工
事
を
も
っ
て
、「
史
跡 
御
土
居
」
の
維
持
保
護

が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
一
般
参
拝
者
の
通
行
路
と

し
て
の
危
険
性
も
な
く
な
っ
た
。

千
百
年
大
萬
燈
祭
に
際
し
、
境
内
全
域
の
整
備
事
業

に
着
手
。

参
道
全
般
、
石
畳
な
ど

千
百
年
大
萬
燈
祭
境
内
整
備
事
業
を
引
き
継
ぎ
、

「
史
跡 

御
土
居
」
整
備
事
業
五
ヵ
年
計
画
に
着
手
。

五
年
間
に
亘
り
紅
葉
の
植
樹
。

（
現
在
、
総
本
数
二
五
〇
本
）

紙
屋
川
の
清
掃
事
業
、
鶯
橋
の
設
置
、
遊
歩
道
の
整

備
、
舞
台
の
設
置
な
ど
行
い
、
平
成
二
十
年
を
も
っ

て
整
備
完
了
。

「
史
跡 

御
土
居
」
も
み
じ
苑
開
苑
。

も
み
じ
苑
夜
間
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
開
始
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
の
導
入
や
境
内
全
て
の
石
燈
籠
・
釣

り
燈
籠
に
お
燈
明
を
灯
し
、
環
境
に
配
慮
し
た
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
。

「
史
跡 
御
土
居
の
変
遷
」





　

ま
ず
は
、
皇
室
の
御
安
泰
と
世
上
の
ご
安
寧
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
、
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
の
年
に
あ
た
り
、
十
月
二
日
皇
大
神
宮
、
五
日
豊
受
大
神
宮
に
お
か

れ
ま
し
て
遷
御
の
儀
が
厳
粛
に
行
わ
れ
ま
し
た
こ
と
、
慶
賀
の
極
み
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
度
当
宮
で
は
、
六
十
有
余
年
途
絶
え
て
お
り
ま
し
た
当
宮
創
建
以
来
の
由
緒
歴
史
に
と
っ
て

重
儀
で
あ
り
ま
す
「
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
」
を
再
興
出
来
ま
し
た
こ
と
、
心
よ
り
感
謝
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
祭
儀
の
再
興
に
つ
き
ま
し
て
は
、
宮
内
庁
、
神
社
本
庁
を
は
じ
め
、
京
都
府
神
社
庁
、
全
国
天
満
宮

梅
風
会
、
神
社
界
関
係
各
位
の
ご
助
力
を
賜
り
ま
し
た
。

　

と
り
わ
け
菅
公
薨
去
よ
り
国
都
平
安
京
に
於
い
て
、
百
年
の
歳
月
を
か
け
誕
生
し
ま
し
た
天
神
信
仰
の
発

展
に
お
き
ま
し
て
、
北
野
社
を
皇
城
鎮
護
の
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
藤
原
摂
関
家
の
流
れ
を
受
継
が
れ
る
平

安
神
宮
宮
司
九
條
道
弘
様
、
菅
公
を
茶
聖
と
讃
え
崇
敬
さ
れ
、
四
百
数
十
年
間
伝
統
を
継
承
、
常
に
日
本
文

化
の
中
心
に
あ
る
千
利
休
所
縁
の
裏
千
家
大
宗
匠
千
玄
室
様
、
平
安
初
期
に
京
都
に
創
建
さ
れ
た
八
幡
信
仰
・

八
幡
宮
の
代
表
的
神
社
の
一
つ
で
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
宮
司
田
中
恆
清
様
、
当
宮
と
共
に
全
国
天
満
宮
の
宗

祀
と
称
さ
れ
る
太
宰
府
天
満
宮
宮
司
西
高
辻
信
良
様
に
は
、
並
々
な
ら
ぬ
御
尽
力
を
頂
き
、
更
に
記
念
特
集

発
行
に
際
し
玉
稿
を
戴
き
ま
し
た
こ
と
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

一
條
天
皇
に
は
、
永
延
元
年
八
月
五
日
北
野
社
に
幣
帛
を
奉
ら
れ
、
始
め
て
北
野
祭
を
朝
廷
の
行
う
官
祭

と
し
て
斎
行
さ
れ
、「
北
野
天
満
大
自
在
天
神
」
の
称
号
を
賜
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
寛
弘
元
年
十
月
二
十
一
日
、
一
條
天
皇
始
め
て
北
野
社
に
行
幸
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
天
皇
の
臣
下

菅
原
道
真
公
を
御
祭
神
と
す
る
神
社
に
と
っ
て
異
例
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
以
降
平
安
時
代
に
二
十
数
度
に

亘
り
歴
代
天
皇
の
行
幸
が
行
わ
れ
、
北
野
社
は
祈
年
祭
、
臨
時
祭
に
預
か
り
、
皇
城
鎮
護
の
神
、
国
家
護
持

の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
こ
と
は
、
天
満
宮
の
歴
史
に
と
っ
て
い
か
に
こ
の
行
幸
始
祭
が
重

大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
を
推
察
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
度
の
祭
儀
再
興
に
よ
り
、
往
時
を
偲
び
、
一
千
百
年
を
超
え
る
伝
統
を
護
り
伝
え
て
参
り
た
い
と
存

じ
ま
す
。

　

現
在
、
菅
公
の
御
神
霊
を
祀
る
北
野
天
満
宮
（
総
本
社
）
は
、
御
墓
所
・
太
宰
府
天
満
宮
と
共
に
全
国
天

満
宮
の
宗
祀
と
称
さ
れ
、
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
「
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
」
の
再
興
に
際
し
、
御
神
恩
に
感
謝
い
た
し
ま
す
と
共
に
、
永
く
天
神
信

仰
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
天
神
信
仰
の
昂
揚
と
発
展
に
努
め
て
ゆ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
皆
様
方
の
御
厚
情
に
、
心
よ
り
感
謝
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

御　

挨　

拶 

北 

野 

天 

満 

宮  

宮 

司 

橘   

重 

十 

九






